
 

 

 

 障害者手帳等をお持ちでない高齢者（６５歳以上）の方でも、一定の要件を満たす場合、 

八王子市では「障害者控除対象者認定書」を交付します。この認定書を市民税・都民税申告や確定申

告時に提出すると、税の所得控除を受けることができます。 
 

● 対象者 

 認定基準日（所得税申告対象の年の１２月３１日）時点において、以下の要件を全て満たす方 

（１）八王子市に住所がある６５歳以上の方 

（２）介護保険の要支援・要介護認定または総合事業の事業対象者認定を受けている方のうち、要介

護認定の認定調査票または主治医意見書の日常生活自立度が一定基準以上の方 

（３）障害者手帳等の交付を受けていない方（ただし、障害者手帳等による普通障害者控除対象者の

うち、本制度により特別障害者控除の対象になる方は申請することができます。） 

 

● 税金の控除額  

※特別障害者を扶養し同居している場合。詳しくは住民税課または税務署にお問い合わせください。 
 

個人住民税（市民税・都民税）に関すること：財政部住民税課 

電話：０４２－６２０－７２１９ ・ ０４２－６２０－７３５４ 

ＦＡＸ：０４２－６２０－７４９３ 

所得税に関すること：八王子税務署   電話：０４２－６９７－６２２１ 
 

● 申請方法  オンライン申請・窓口申請・郵送申請ができます。（手数料無料） 

 1.オンライン申請   ※１月以降も受付けます。 

・ 申請は所得税申告の対象となる年の 12月から事前受付を開始します。 

 認定書は 1月中旬以降に順次発送します。 

   URL: https://logoform.jp/form/iapr/875273 

 2.窓口申請   及び問い合わせ先 

・ 申請は所得税申告の対象となる年の、翌年１月から（令和 7年分は令和 8年（２０２6年） 

１月 6日（火）から）下記窓口で受付します。 

・ 窓口では認定書を原則当日交付しますが、日曜日の南口総合事務所では交付ができません。 

高齢者福祉課（市役所本庁舎１階２０番窓口） 

電話：０４２－６２０－７４２０（直通） FAX ：０４２－６２４－７７２０ 

       月曜日～金曜日（年末年始・祝休日を除く） 午前８時３０分～午後５時 

 

八王子駅南口総合事務所（高齢者担当９番窓口）   

    電話：０４２－６２０－１１５８（直通） 

月曜日～金曜日（年末年始・祝休日を除く）     午前１０時００分～午後７時 

日曜日（交付不可・問い合わせのみ対応）       午前１０時００分～午後５時  

所得控除額 市民税・都民税 所得税 

障害者 ２６万円 ２７万円 

特別障害者 ３０万円（同居の場合５３万円※） ４０万円（同居の場合７５万円※） 

要介護等認定高齢者の障害者控除について 

 

裏面に続きます 

二次元コードから 

申請ください⇒ 

 



 3.郵送申請   

・ 返送用封筒【110円切手を貼り、返信先（郵便番号・住所・氏名）を記入してください。】 

その他の必要書類は下記「申請に必要なもの」をご確認ください。 

 

【送付先】 

   〒192-0904 八王子市子安町４丁目７番１号 サザンスカイタワー八王子４階 

    八王子駅南口総合事務所 高齢者担当あて 

 
● 申請に必要なもの （オンライン申請・窓口申請・郵送申請共通） 

☆必ずご用意いただくもの 

① 申請書【第１号様式】  

・ 申請書は窓口にあります。 

・ 郵送の場合はホームページからダウンロードできます。  

・ オンライン申請の場合は必要ありません。 

・ 申請者名は、対象者ご本人の氏名をご記入ください。ただし、成年後見人がついている 

場合は成年後見人、対象者がお亡くなりの場合は親族が申請者です。 

② 対象者確認書類 

・ 介護保険証、マイナンバーカード等(窓口はコピー可、郵送はコピー、オンラインは画像添付) 

③ 提出者（受取人）の本人確認書類 

・ 運転免許証、マイナンバーカード等(郵送はコピー、オンラインは画像添付) 

・ 対象者以外の方に返送する場合は、提出者（受取人）の本人確認書類のコピーを必ず添付 

してください。 
 

☆必要に応じご用意いただくもの 

【 成年後見人がついている方 】 

① 登記事項証明書  ※窓口は原本、郵送はコピー、オンラインは画像添付 

【 住所地特例者、約６か月以内の転入者、総合事業の事業対象者認定を受けている方 】 

（基準日時点の要介護認定について、八王子市で要介護認定調査を受けていない方） 

① 対象者の介護保険証（又は資格者証）  

※窓口は原本又はコピー、郵送はコピー、オンラインは画像添付 

・ 基準日（１２月３１日）時点の要介護度が記載されているものをご用意ください。 

② 医師意見書【第２号様式】  ※窓口・郵送は原本、オンラインは画像添付 

・ 医師意見書の作成には、別途費用がかかる場合があります。 

 

● ホームページ 

 申請書のダウンロードや認定基準の詳細については、下記ホームページをご覧ください。 

「要介護等認定高齢者の障害者控除について」 
 

  八王子市ホームページ           

（https://www.city.hachioji.tokyo.jp/）   
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